
 

 

 

 

※あくまで前年中の所得に関する内容であるため、転職等による収入の変動や家族（扶養者）の状況の変

化がある場合は、前年と今年で金額が変動する可能性があります。状況に変化のない方はご参考くださ

い。また、分離課税所得がある方はこの方法では確認できませんので、お問い合わせください。 

 

【会社の給与から住民税が天引きされている方】 

 

 

 

【年金、口座、納付書のいずれかで住民税を納めている方】 

 

 この欄の合計が 

課税標準額です。 

この欄の金額が 

課税標準額です。 

２か所の「所得割額⑥」の合計が、別紙

試算シートで入力する住民税所得割額
です。（寄附金税額控除や住宅ローン
控除がある方は摘要欄に記載がありま
すので、足してください。） 
※外国税額控除などほかの税額控除
がある場合はお問い合わせください。 

前年の１月１日時点で東浦町に住民票があり、 

住民税の課税があった方については、「前年度分の納税通知書」から 

前年度の課税標準額・住民税所得割額を確認できます。 

この欄の金額が、別紙試算シートで入力する住民

税所得割額です。 

この欄の金額の合計が、別紙試算シートで入力する住

民税所得割額です。（「調整控除」の欄の税額はマイナ

スの値として計算しますのでご注意ください。） 


